


                                               

6-18 

 
 

表６－６ 保護形式２ 
第２記号 保 護 の 程 度  
０ 水の侵入に対して、特に保護されていない。 
１ 鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。 
２ 鉛直から 15°以内の方向から落下する水滴によって有害な影響を受けない。 
３ 鉛直から 60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない。 
４ いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない。 
５ いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。 
６ いかなる方向からの強い水の直接噴流によっても水が浸入しない。 
７ 規定の圧力・時間で水中に没しても水が浸入しない。 
８ 常時水中に没して使用できる。 

 
表６－７ 保護形式３ 

第３記号 保 護 の 程 度  
Ｆ いかなる方向からの油滴・油まつによっても有害な影響を受けない。 
Ｇ いかなる方向からの油滴・油まつも内部に侵入しない。 
Ｈ 常時油中に没して使用できる。 
Ｃ 軽度の腐食性雰囲気において使用しても有害な影響を受けない。 

Ｄ 腐食性雰囲気において使用しても内部に腐食性ガスが侵入せず、外被も有害な腐食
に耐える。 

Ｗ 屋外に設置して使用できる。 

Ｅ 

次の規格及び指針による。 JISC0901(炭鉱用電気機器の防爆構造) 
 JISC0902(炭鉱用電気機器の防爆構造試験方法) 
 JISC0903(一般電気機器の防爆構造通則) 
 JISC0904(一般電気機器の防爆構造試験方法) 
 JISC0905(電力用電気機器の防爆構造) 
 労働省産業安全研究所技術指針(工場電気設備防爆指針) 

    備考  保護形式 3は、あらかじめ表６－７に適合するように設計されている機器だけに適用する。 
 
■ 保護構造の種別の呼称 
機器の保護構造の種別は、保護構造の呼称であることを示す文字記号 IP、第 1記号、第 2記号及び第 3

記号の順に列記して呼称する。ただし、第 3 記号のうち W に限り、記号 IP のすぐあとに記載して呼称す
る。また、保護形式 3 をもたない機器の保護構造の種別は、文字記号 IP、第 1 記号、第 2 記号の順に列
記して呼称する。 
 例１ IP   5   4   E   例３ IP   3   2 
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